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No.865 2026 年 1 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・木

　ヘルシー体操（10:00 ～福祉会館）

■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士）→１３㌻　前日〆

■高次脳機能障害相談（13:30 ～保健福祉センター）→１３㌻　前日〆

１６・金

１７・土 ■簡単！やさしいお食事づくり講習会（9:30 ～保健福祉センター）→１９㌻　１/9 〆

１８・日

１９・月 　ヘルシー体操（14:00 ～文化会館）

２０・火 　元気アップおくたま事業（10:00 ～川井生活館：健診結果の面談）→１５㌻

２１・水 ■ウエルカムランチ（11:30～氷川保育園：見学・給食試食）→１７㌻　前日〆先着順

２２・木 　元気アップおくたま事業（10:00 ～梅沢コミュニティセンター：保健師による健康講話）→１５㌻

２３・金

■高次脳機能障害相談（9:30 ～保健福祉センター）→１３㌻　前日〆

■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士）→１３㌻　前日〆

　元気アップおくたま事業（10:00 ～常磐生活改善センター：健診結果の面談）→１５㌻

２４・土

２５・日 ■楽々筋力トレーニング（13:30 ～福祉会館）→１９㌻　先着順〆

２６・月 　元気アップおくたま事業（13:30 ～長畑生活館：健診結果の面談）→１５㌻

２７・火
■高次脳機能障害相談（9:30 ～保健福祉センター）→１３㌻　前日〆

　元気アップおくたま事業（13:30 ～境生活館：健診結果の面談）→１５㌻

２８・水

２９・木 　ヘルシー体操（10:00 ～福祉会館）

３０・金

３１・土 ■パパヨガ（10:00 ～文化会館）→６㌻　申込 1/26 〆・託児希望申込時

1 月 15 日～ 31 日 カレンダー

≪今月の納期　２／２（月）≫　

　　町・都民税第４期分、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料　各第７期分

後期高齢者医療制度医療費等通知書をお送りします

 ご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくとともに、診療日数などの受診内容

に誤りがないか確認をしていただくため、「医療費等通知書」を１月下旬にお送りします。

　通知書には、診療年月、医療機関の名称、医療費（１０割・自己負担相当額）などを記

載しています。発送の対象は、令和７年１１月２８日現在、東京都後期高齢者医療の被保

険者の資格があり、令和６年９月から令和７年８月までの１２か月間に、保険診療で医療

機関などへの受診履歴がある方です。確定申告の際に医療費等通知書を添付することで、

令和７年１月から８月までの診療などについては、「医療費控除の明細書」への記載を省

略することができます。９月から 12月までの診療などについては、お持ちの領収書に基

づき別途、「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。

　マイナンバーカードの保険証利用登録をされた方は、マイナポータルでご自身の医療費

情報を閲覧ができ、原則、２月９日に申告年分の１月から１２月の情報を一括で取得が可

能です。ただし、はり・きゅう、あんま・マッサージ当の施術費用などは含まれません。

※問い合わせは、東京都後期高齢者医療広域連合　☎０５７０－０８６－５１９

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 住民課　☎８３－２１９０
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住
民
課

お
知
ら
せ
ほ
か

・
署
名
用
電
子
証
明
書

（
英
数
含
む
６
文
字
か
ら
16
文
字
）

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ま
た

は
タ
ブ
レ
ッ
ト

・
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
申

告
書
作
成
に
必
要
な
書
類

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
と
ス
マ
ホ
な
ど
を
利

用
し
た
自
宅
か
ら
の

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
申
告
に
つ
い
て

　

確

定

申

告

作

成

コ

ー

ナ
ー
な
ら
金
額
な
ど
入
力

す
る
だ
け
で
、
自
動
計
算

で
申
告
書
が
完
成
！

「
自
宅
か
ら
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」

５
つ
の
メ
リ
ッ
ト

①
税
務
署
に
行
か
な
く
て

も
自
宅
か
ら
申
告
可
能

②
24
時
間
利
用
可
能

③
受
信
通
知
か
ら
い
つ
で

も
申
告
内
容
を
確
認

④
添
付
書
類
提
出
不
要

⑤
早
期
還
付

　
（
３
週
間
程
度
で
還
付
）

国
税
庁
確
定
申
告
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
は
、

　
　
こ
ち
ら 

☟

◆

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納
付
に
つ
い
て

　
国
税
の
納
付
手
続
き
は
、

た
い
へ
ん
便
利
な
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
を
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
つ
ぎ
の
と
お
り
様
々
な

方

法

が

あ

り

ま

す

の

で

、

ご
自
身
で
選
択
し
て
い
た

だ
き
、
納
付
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

・
振
替
納
税

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
を
利
用
し
た
納
付

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

・
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付

国
税
の
納
付
手
続
き
に
つ

い
て
は
、

　
　 

こ
ち
ら

☟

◆

令

和

７

年

度

税

制

改
正
に
つ
い
て

　
令
和
７
年
度
税
制
改
正

で
は
、
所
得
税
の
「
基
礎
控

除
」
や
「
給
与
所
得
控
除
」

に
関
す
る
見
直
し
、
「
特
定

親
族
特
別
控
除
」
の
創
設
、

◆

確

定

申

告

に

当

た
っ
て
の
注
意
点

・
確
定
申
告
を
行
う
方
は
、

ふ

る

さ

と

納

税

ワ

ン

ス

ト
ッ
プ
特
例
の
申
請
が
無

効
と
な
る
た
め
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
の
申
請
を
し

た
分
も
含
め
て
、
ふ
る
さ

と
納
税
の
寄
附
金
控
除
額

を
計
算
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

・
住
民
税
と
所
得
税
の
基

礎
控
除
額
等
に
違
い
が
あ

る
た
め
、
所
得
税
の
確
定

申
告
が
不
要
な
場
合
で
も

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅

税
務
署
　
☎
22
‐
３
１
８
５

「

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件
」
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

国
税
庁
Ｈ
Ｐ
特
設
サ
イ
ト

「
所
得
税
の
基
礎
控
除
の
見

直
し
等
」
は
、

　
　
こ
ち
ら

☟

青
梅
税
務
署
職
員
に

よ
る
出
張
申
告
相
談

　
出
張
申
告
相
談
を
つ
ぎ

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
（
土

地
、
建
物
な
ど
の
譲
渡
所

得
の
相
談
は
除
き
ま
す
。
）
。

〔
日
程
〕
２
月
10
日
（
火
）

〔
相
談
受
付
〕

①
午
前
９
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
11
時
30
分

②
午
後
０
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
２
時
30
分

〔
会
場
〕
役
場
地
下
１
階
会

議
室

〔
申
し
込
み
に
つ
い
て
〕

電
話
に
よ
る
事
前
申
込
が

必
要
で
す
。
申
し
込
み
は
、

２
月
２
日
（
月
）
午
前
９
時

か
ら
開
始
し
ま
す
。

※
申
し
込
み
は
、
住
民
課

　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

カ
ッ
ト

蜜蜂を飼育される方へ

　蜜蜂を飼育される方は、養蜂振興法の定めるところにより、居住する住所地を所管する

窓口に、毎年１月３１日（土）までに蜜蜂飼育届出書を提出する必要があります。

　申請書の様式および提出先は東京都のホームページをご覧ください。

※問い合わせは、東京都農業振興事務所

　　　　　　　　　振興課畜産担当　☎０４２－５４８ー４８６８
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つ
い
て

　
令
和
７
年
度
税
制
改
正

で
は
、
所
得
税
の
「
基
礎
控

除
」
や
「
給
与
所
得
控
除
」

に
関
す
る
見
直
し
、
「
特
定

親
族
特
別
控
除
」
の
創
設
、

◆

確

定

申

告

に

当

た
っ
て
の
注
意
点

・
確
定
申
告
を
行
う
方
は
、

ふ

る

さ

と

納

税

ワ

ン

ス

ト
ッ
プ
特
例
の
申
請
が
無

効
と
な
る
た
め
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
の
申
請
を
し

た
分
も
含
め
て
、
ふ
る
さ

と
納
税
の
寄
附
金
控
除
額

を
計
算
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

・
住
民
税
と
所
得
税
の
基

礎
控
除
額
等
に
違
い
が
あ

る
た
め
、
所
得
税
の
確
定

申
告
が
不
要
な
場
合
で
も

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅

税
務
署
　
☎
22
‐
３
１
８
５

「

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件
」
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

国
税
庁
Ｈ
Ｐ
特
設
サ
イ
ト

「
所
得
税
の
基
礎
控
除
の
見

直
し
等
」
は
、

　
　
こ
ち
ら

☟

青
梅
税
務
署
職
員
に

よ
る
出
張
申
告
相
談

　
出
張
申
告
相
談
を
つ
ぎ

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
（
土

地
、
建
物
な
ど
の
譲
渡
所

得
の
相
談
は
除
き
ま
す
。
）
。

〔
日
程
〕
２
月
10
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（
火
）

〔
相
談
受
付
〕

①
午
前
９
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30
分
～

　
　
　
　
　
　
11
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30
分

②
午
後
０
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
２
時
30
分
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場
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地
下
１
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議
室

〔
申
し
込
み
に
つ
い
て
〕

電
話
に
よ
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事
前
申
込
が

必
要
で
す
。
申
し
込
み
は
、

２
月
２
日
（
月
）
午
前
９
時

か
ら
開
始
し
ま
す
。

※
申
し
込
み
は
、
住
民
課
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６
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フ
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収
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Ｔ
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な
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な
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で
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が
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の
ｅ
‐
Ｔ
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ッ
ト

①
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務
署
に
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く
て

も
自
宅
か
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申
告
可
能

②
24
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間
利
用
可
能

③
受
信
通
知
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い
つ
で

も
申
告
内
容
を
確
認

④
添
付
書
類
提
出
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早
期
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付

　
（
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週
間
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度
で
還
付
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付
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。
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。
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で
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ご
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、
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６
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申

告
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‐
Ｔ
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確

定

申
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作
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ナ
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な
ら
金
額
な
ど
入
力
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る
だ
け
で
、
自
動
計
算

で
申
告
書
が
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成
！

「
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宅
か
ら
の
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‐
Ｔ
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ｘ
」
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つ
の
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①
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に
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な
く
て

も
自
宅
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申
告
可
能

②
24
時
間
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用
可
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③
受
信
通
知
か
ら
い
つ
で

も
申
告
内
容
を
確
認

④
添
付
書
類
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レ
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納
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国
税
の
納
付
手
続
き
は
、
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ん
便
利
な
キ
ャ
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ュ
レ
ス
納
付
を
ぜ
ひ
ご

利
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く
だ
さ
い
。

　
つ
ぎ
の
と
お
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様
々
な

方

法

が

あ

り

ま

す

の

で

、

ご
自
身
で
選
択
し
て
い
た

だ
き
、
納
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手
続
き
を
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く
だ
さ
い
。

・
振
替
納
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・
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グ
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・
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・
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こ
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和
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て

　
令
和
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で
は
、
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の
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控
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控
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、
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の
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違
い
が
あ

る
た
め
、
所
得
税
の
確
定

申
告
が
不
要
な
場
合
で
も

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅

税
務
署
　
☎
22
‐
３
１
８
５

「

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件
」
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

国
税
庁
Ｈ
Ｐ
特
設
サ
イ
ト

「
所
得
税
の
基
礎
控
除
の
見

直
し
等
」
は
、

　
　
こ
ち
ら

☟

青
梅
税
務
署
職
員
に

よ
る
出
張
申
告
相
談

　
出
張
申
告
相
談
を
つ
ぎ

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
（
土

地
、
建
物
な
ど
の
譲
渡
所

得
の
相
談
は
除
き
ま
す
。
）
。

〔
日
程
〕
２
月
10
日
（
火
）

〔
相
談
受
付
〕

①
午
前
９
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
11
時
30
分

②
午
後
０
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
２
時
30
分

〔
会
場
〕
役
場
地
下
１
階
会

議
室

〔
申
し
込
み
に
つ
い
て
〕

電
話
に
よ
る
事
前
申
込
が

必
要
で
す
。
申
し
込
み
は
、

２
月
２
日
（
月
）
午
前
９
時

か
ら
開
始
し
ま
す
。

※
申
し
込
み
は
、
住
民
課

　
　
　
　☎
83
‐
２
１
９
０

カ
ッ
ト

蜜蜂を飼育される方へ

　蜜蜂を飼育される方は、養蜂振興法の定めるところにより、居住する住所地を所管する

窓口に、毎年１月３１日（土）までに蜜蜂飼育届出書を提出する必要があります。

　申請書の様式および提出先は東京都のホームページをご覧ください。

※問い合わせは、東京都農業振興事務所

　　　　　　　　　振興課畜産担当　☎０４２－５４８ー４８６８


